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第第55章章  事事業業展展開開のの推推進進にに向向けけてて  

5.1 事業展開の基本的な考え方 

前章では、富士北麓地域の自転車利用環境を向上させるハード・ソフト両面の対策を

他県による先進事例などから提示した。今後、これらの先進事例を参考に、行政、関

係団体は富士北麓地域において適する対策を推進するものとする。 

■ 各対策メニュー毎に道路管理者、関係団体等の実施主体を想定した。 

■ 本構想では、各対策メニューに概ねの実施目標期間を設定する。なお、実施目標期間は短

期、中期、長期とし、短期は概ね 3 年、中期は概ね 5 年、長期は概ね 10 年と設定する。 

■ 各対策メニューの事業展開の実施方針は次頁以降に示す。 
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表- 5.1 事業展開に向けた整備方針（1/2） 
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表- 5.2 事業展開に向けた整備方針（2/2） 
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5.2 事業展開の推進体制 

PDCA サイクルの考え方を取り入れ、円滑かつ継続的でより質の高い取り組みができ

る推進体制を構築する。事業推進は、エリア毎に事業を推進し、毎年 1 回以上、富士

北麓地域全体モニタリング会議を開催する。 

■ 平成 27 年度に、委員会を 3 回開催した上で、対策メニューなどの検討結果をまとめ、今後

の整備や取り組みの指針となる「山梨サイクルネット構想（富士北麓地域）」を策定した。

（Plan） 

■ 平成 28 年度以降、本構想で提示した対策メニューを参考に、民間事業者と NPO、行政機

関等が連携・調整を図りながら対策を実施する。（Do） 

■ 対策メニューの実施に対する学識経験者や利用者等ステークホルダーの意見を聴取するな

どし、事業の評価を行う。（Check） 

■ 自転車による観光入込客数の変化、交通事故の発生状況など具体的な目標を設定し、モニ

タリングを実施する。（Check） 

■ 開催した協議会やモニタリング等の実施結果を踏まえ、必要に応じ計画を見直す。また関

係法令の改定や社会情勢の動向を踏まえ、適宜本構想の改正を行う。（Action） 

■ 富士山全体を自転車観光のフィールドととらえ、サイクリングコースとしてのブランド力

をさらに高めるため、富士山一周へ向けた静岡県側との連携も考慮する。 

 

 

図- 5.1 事業展開の推進体制のイメージ 
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第第66章章  参参考考編編  

6.1 富士五湖サイクリングガイド 

富士北麓７市町村では、国際競争力の高い魅力ある観光地を形成するため、「富士山・

富士五湖観光圏整備推進協議会」を地元観光事業者等と設立し、各種事業展開の中で

富士北麓地域においてサイクリングコース全８コースを設定し、ガイドマップが作成

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：富士五湖ぐるっとつながるガイド  ホームページ】 
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【出典：富士五湖ぐるっとつながるガイド  ホームページ】 
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6.2 世界文化遺産富士山の構成資産 

当地域の主要な観光資源である世界文化遺産富士山の構成資産を提示する。富士山に

関わる文化財には、その山体だけでなく、周囲にある神社や登山道、風穴、溶岩樹型、

湖沼などがある。これらの文化財は、富士山の価値を構成する資産（構成資産）とい

う。 

 

 

【出典：山梨県 ホームページ】 
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6.3 自転車施策のこれまでの経緯とガイドラインの改正について 

これまでの自転車施策の経緯及びガイドラインの改正の動向を以下に示す。 

 

6.3.1 自転車施策のこれまでの経緯 

■ これまでは、「自転車歩行車道」等自転車が歩道内を通行することも認められていたが、「自

転車は「車両」であるため、車道走行が大原則」という通行ルールを徹底する動きとなっ

ている。 

■ 平成 24 年にガイドラインが発出されたが、自転車関連の交通事故の減少幅が十分でないこ

とから、国土交通省と警察庁は「安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委

員会」を設置し、ガイドラインの改正について専門的見地から議論を行っている（平成 28

年 3 月現在、検討中）。 

 

表- 6.1 これまでの自転車施策経緯 

年
各機関の動向

概要
国交省 警察庁

H20年
【1月】

自転車通行環境整備モデル地区を指定

国土交通省と警察庁は、全国98地区（甲府市2地区を含む）を

「自転車通行環境整備モデル地区」として指定し整備した。

H21年 －
【3月】

改正道路交通法施行

普通自転車の歩道通行可能要件が明確化された
①「歩道通行可」の標識がある場合
②運転者が13歳未満、又は70歳以上、身体障害者の場合

③車道又は交通の状況から歩道通行がやむを得ないとき

H23年 －
【10月】

通達
自転車は「車両」であるという基本的な考え方に基づき、自転車
と歩行者の安全確保を目的とした総合的な対策が通達された。

H24年
【11月】

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

「自転車は『車両』であり、車道通行が大原則」という観点に基づ
き、望ましい自転車通行空間の整備の在り方等について提示し
た。各地域において道路管理者や都道府県警察が自転車ネッ
トワーク計画の作成や整備等を推進するためのガイドラインで
ある

H25年 －
【12月】

改正道路交通法施行
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に
設けられた路側帯に限る

H26年
【12月】

安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関
する検討委員会（継続中）

平成24年にガイドラインを発出したが、自転車関連の事故の減

少幅が少ないため、自転車通行空間を早期に確保する方策な
ど、安全な自転車通行空間確保における技術的な課題につい
て専門的知見から検討することを目的に、有識者で構成される
検討委員会を設置し、ガイドラインの改正等を議論

H27年 －
【6月】

改正道路交通法施行
危険な違反を繰り返す自転車運転者に安全講習の受講が義務
づけられる
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6.3.2 ガイドラインの改正について 

■ 「安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会」では、ガイドラインの改

正に向けて、議論を行っている（H28.3 現在）。そのうち、自転車走行空間の整備形態につ

いては、これまで当面の整備形態として設定されていた「既存の自転車歩行者道を活用」

の流れがなくなり、「車道通行を基本とする流れとなる見込みである。 

 

 

 

【出典：「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」】 

図- 6.1 自転車走行空間の整備形態の選定の考え方（現行ガイドライン）（H24.11） 

 

改正案では、「既設の自転車歩行者道を活用」

という流れができなくなる見込み 



 第 6 章 参考編      

76 

 

 
【出典：第 6 回安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会 配布資料】 

図- 6.2 自転車走行空間の整備形態の選定の考え方（改正案）（H28.3 現在） 
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6.4 標識等の優先整備必要箇所 

現地調査により「矢羽根等を用いた自転車走行位置の明示」、「注意喚起法定外標識の

設置」、「自転車用の案内誘導法定外標識の設置」の設置において優先整備が必要と考

えられる箇所を以下に示す。 

6.4.1 「矢羽根等を用いた自転車走行位置の明示」の優先整備必要箇所 
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6.4.2 注意喚起法定外標識の優先整備必要箇所 
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6.4.3 自転車用案内誘導法定外標識の優先整備必要箇所 


